
⼩牧市障害者団体連絡会会則 

 

（名称） 

第１条 本会は、⼩牧市障害者団体連絡会といいます。 

（⽬的） 

第２条 本会は、⼩牧市内で活動する障害のある⼈の当事者団体または⽀援者団体の

連携をはかり、相互の情報交換を⾏うとともに、市⺠に向けて共同して情報を発信

し、障害のある⼈もない⼈も暮らしやすい⼩牧市のまちづくりに資することを⽬的

とします。 

（事業） 

第３条 本会は、前条の⽬的を達するため、次の事業を⾏います。 

 （１）会員同⼠の交流による情報交換 

 （２）研修会、講演会の開催 

 （３）ホームページ、機関誌等による情報発信 

 （４）その他、前条の⽬的に達成するために必要な事業 

（事務所） 

第４条 この会の事務所を愛知県⼩牧市市内に置きます。 

（会員） 

第５条 この会の会員は、正会員と賛助会員の２種類とします。 

 （１）正会員 この会の⽬的に賛同して⼊会した団体 

 （２）賛助会員 この会の⽬的に賛同し、この会の活動を援助するために⼊会した

個⼈並びに団体 

（会費） 

第６条 この会の会員は、事業実施にあたり、次の区分により会費を納⼊するものと

します。 

 （１）正会員  １⼝２，０００円／年度 １⼝以上 

 （２）賛助会員 個⼈及び団体 １⼝１，０００円／年度 １⼝以上 

２ いったん納⼊された会費その他の⾦品については、理由を問わず返還しません。 

（⼊会） 

第７条 ⼊会希望者は、代表あて別に定める様式により⼊会申込書を提出するととも



に、当該年度の会費を納⼊するものとします。 

２ 次に掲げる個⼈⼜は団体等については、⼊会することができません。 

 （１）税法上の収益事業を⾏う者 

 （２）政治的活動を⾏う者 

 （３）宗教的活動を⾏う者 

 （４）反社会的活動を⾏う者 

 （５）その他本会の趣旨にそぐわないと代表が認める者 

（会員の資格の喪失） 

第８条 会員が次の各号の⼀に該当するに⾄ったときは、その資格を失います。 

 （１）退会届の提出をしたとき。 

 （２）団体等が消滅しまたは個⼈会員本⼈が死亡したとき。 

 （３）継続して２年以上会費を滞納したとき。 

 （４）第１０条の規定により除名されたとき。 

（退会） 

第９条 退会する場合は、代表あてに退会をする旨、⽂書で届け出ることとします。 

（除名） 

第１０条 会員が、会の⽬的に反する宣伝をし、⼜は会の利益を著しくそこなう⾔動

をなしたときは、総会の決議をもって除名することができます。 

２ 当該会員が求めたときは、総会において意⾒を陳述する機会を与えなければなり

ません。 

（役員） 

第１１条 この会に次の役員をおきます。 

 （１）代表 １⼈⼜は２⼈（２⼈の場合、共同代表とします） 

 （２）副代表 １⼈⼜は２⼈ 

 （３）会計 １⼈ 

２ 代表は、この会を代表し、会務を総理します。なお、共同代表とした場合は、そ

れぞれ単独で本会を代表することができるものとします。 

３ 副代表は、代表に、事故があるとき（共同代表とした場合は、そのいずれも）

は、あらかじめ定められた順序により代表の職務を代⾏します。 

４ 役員は、総会において選出します。 



（役員の任期） 

第１２条 この会の役員の任期は、１年とします。 

２ 前項にかかわらず、役員は、後任役員が決定するまでは、それぞれの職務を⾏う

こととします。 

３ 役員は、再任することができます。 

（解任） 

第１３条 役員が次のいずれかに該当するときは、総会の決議により、解任すること

ができます。 

 （１）⼼⾝の故障により、職務の執⾏に堪えられないと認められるとき。 

 （２）職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない⾏為があったとき。 

（総会） 

第１４条 この会の総会は、年に１回開催するものとします。ただし，必要があると

きは臨時に開催できます。 

２ この会の運営に関する重要事項は、総会により決定します。 

３ 総会の議決権は、正会員１団体につき１票とします。賛助会員には、議決権はあ

りません。 

４ 総会の議決は、出席会員の議決権の過半数をもって決定し、賛否同数の場合は議

⻑の決するところによります。 

５ 総会には、あらかじめ通知した⽅法（電話会議、ビデオチャットなど）をとるこ

とで、会場地以外からの参加ができることとします。 

６ 委任状を提出した正会員は、これにより出席したものとして取り扱います。 

（運営会議） 

第１５条 運営会議は、役員のほか、積極的に本会の運営に関わりたいと希望する会

員及び正会員である団体の構成員が⾃由に参加し発⾔することができます。 

２ 役員は、会の運営にあたって、運営会議での検討、議論を尊重するものとしま

す。 

（事務局） 

第１６条 本会に、会の事務を⾏うため、事務局をおきます。 

２ 事務局には、事務担当をおきます。 

 (経費) 



第１７条 会の運営にあてる経費は、会費、寄付⾦その他の収⼊により充当します。 

２ 役員その他の者が会のために活動した際の経費については、実費弁償することが

できます。 

（会計年度） 

第１８条 本会の会計年度は、毎年４⽉１⽇から翌年３⽉３１⽇までとします。 

（改正） 

第１９条 本会則の改正は、総会において、出席正会員の過半数の賛成をもって⾏い

ます。 

（その他） 

第２０条 本会の運営にあたりその他の必要な事項は、代表が運営会議に諮った上で

別に定めます。 

 

附則 

１ この会則は、２０１９年２⽉２４⽇から施⾏し、同⽇をもって本会の設⽴⽇とし

ます。 

２ この会の設⽴当初の役員を次のとおりとします。 

  代表  古⽊茂代（⼩牧市難聴・中途失聴者協会） 

      ⼭中和彦（ここばりこまき） 

  副代表 上⽥幸恵（⼩牧市肢体不⾃由児者⽗⺟の会） 

      関 靖⼦（しきの会） 

  会計  船橋直美（⼩牧市おもちゃ図書館きらら） 

３ この会の設⽴当初の役員の任期は、本則の規定にかかわらず、２０２０年３⽉３

１⽇までとします。 

４ 第１６条に規定する事務局は、ここばりこまきにおきます。 

 


